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図表1 成長と労働政策
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図表2 実質経済成長率の要因分解（成長会計）

○ 経済成長への寄与は資本や全要素生産性の向上が大きく、労働投入の寄与は小さい。
○ 1990年代以降、労働投入が減少したが、労働の質の向上が成長を下支えした。

（資料出所）厚生労働省「労働経済白書（平成25年）」
厚生労働省労働政策担当参事官室が (独)経済産業研究所「日本産業生産性(JIP)データベース2012」をもとに作成。

（注） 1) 労働の質は労働者の属性別時間当たり労働コストのシェアの変化を考慮したもの、資本の質は産業部門、
資本別資本サービス価額のシェア変化を考慮したものである。詳しくはhttp://www.rieti.go.jp/jp/database/JIP2012/を参照。

2) 成長率は各年の前年比成長率(％)の平均であり、期中成長率の年率ではない。
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図表3 正社員の雇用についての企業の考え方（企業規模別）

○ 正社員の長期雇用の維持については、約８割の企業が肯定的となっている。
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（資料出所）厚生労働省「労働経済白書（平成25年）」
（独）労働政策研究・研修機構「今後の企業経営と雇用のあり方に関する調査」（2012年）

（注） １）Aとは「正社員の長期雇用は維持すべき」という考え、Bとは「正社員も柔軟に雇用調整しやすくすべき」という考え。
２）規模計には規模不明の内訳も含まれる。
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図表4 内部労働市場に影響する環境変化

○ 近年の急激な技術革新、市場ニーズの多様化等により、製品が市場に投入されてから、成長、成熟、衰退までの製
品のライフサイクルの期間は短くなる傾向がある。ライフサイクルが短縮する中で、企業は効率性と新規性を求められる
ようになっている。

○ 業種別にみると、特に家電産業における短期化が著しく、５年前の59.9％になっている。その他、食品、繊維産業で短
縮率が大きい。
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（資料出所）経済産業省・厚生労働省・文部科学省「ものづくり白書2007」
注１）上場している製造業企業を対象にしたアンケート調査結果、有効回答数22７社
注２）主力製品の現在のライフサイクル年数（産業別平均値）／主力製品の5年前のライフサイクル年数（産業別平均値）

平成２５年度 雇用政策研究会報告書 参考資料



図表5 産業別日銀短観（雇用人員判断）［2010年～2013年：四半期毎］

○ 建設業、サービス業で人員不足感が強い。

（資料出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
注） ％ポイントは「過剰」－「不足」にて算出
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図表6 入職経路と入職者数
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○ 雇用動向調査によると、平成24年の入職者数（約680万人）のうち、入職経路として安定所を利用した者は、約141万人
（20.8％）。民営職業紹介所を利用した者は、約18万人（2.6％）となっている。
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（資料出所）厚生労働省「雇用動向調査」
注１）民営（民営職業紹介所）は平成12年より調査している。
注２）HWインターネット（ハローワークインターネットサービス）は平成19年より調査している。
注３）平成16年から新産業分類で「教育，学習支援業」を含む。 注４）平成21年新産業分類。
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○ 民間企業における現金給与を除く労働費用に占める教育訓練費の割合の推移をみると、80年代においては一貫して
上昇していたが、90年代以降低下・横ばい傾向にある。

出典：・労働省「労働者福祉施設制度等調査報告」、「賃金労働時間制度等総合調査報告」、厚生労働省「就労条件総合調査報告」（抽出調査）
・ここでいう教育訓練費とは、労働者の教育訓練施設に関する費用、訓練指導員に対する手当や謝金、委託訓練に要する費用等の合計額をいう。
・現金給与以外の労働費用には、退職金等の費用、現物給与の費用、法定福利費、法定外福利費、募集費、教育訓練費、その他の労働費用が含まれる。

図表7 企業の支出する教育訓練費の推移
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図表8 自己啓発の問題点

○正社員・非正社員ともに7割超が自己啓発に問題があると回答。
○その理由としては、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」、「費用がかかりすぎる」という回答の割合が高い。

※特に正社員は、仕事が忙しいことを理由に挙げる者が多い。

自己啓発に問題があるとした労働者の問題点（複数回答）
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出典：平成24年度能力開発基本調査（調査対象年度は平成23年度）

【個人調査】
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○ 技能検定職種のひとつとして実施されているキャリア・コンサルティング技
能検定（1級（指導レベル）及び2級（熟練レベル））合格者。

○ キャリア・コンサルタント養成講座（140時間。厚生労働省が示した養成モ

デルカリキュラム（※）を満たすもの）を受講等を経て、キャリア・コンサル
タント能力評価試験に合格した者等。

※ キャリア・コンサルティングを行うための基本的知識やスキル（キャリア
理論、カウンセリング理論、職業能力開発、人事労理・労働関係法の
知識、カウンセリング・スキル、適性検査等）

○ ジョブ・カード講習（※）（8時間程度）を修了した者等。

※ ジョブ・カード制度の概要、ジョブ・カードの作成支援、交付方法等
※ キャリア・コンサルタント有資格者のほか、人事・労務関係業務の経験

がある等一定の要件を満たす者も受けることができる。
○ 登録キャリア・コンサルタントのみがジョブ・カードを交付できる。

図表9 キャリア・コンサルタントについて

キャリア・コンサルティング技能士（1級・2級）

標準レベルキャリア・コンサルタント

登録キャリア・コンサルタント（ジョブ・カード講習受講者等）

平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末

約4.3万人 約4.7万人 約5.3万人 約6.2万人 約7.0万人 約7.5万人 約8.1万人

キャリア・コンサルタント養成数の推移

○ キャリア・コンサルタントは、個人の適性や経験等に即した職業選択や能力開発を支援する相談（キャリア・コンサルティング）を担
う人材であり、「キャリア・コンサルティング技能士」、「標準レベルキャリア・コンサルタント」、ジョブ・カード講習を修了した「登録キャ
リア・コンサルタント」から成る。

○ 平成24年度末現在のキャリア・コンサルタント養成数は、約81,000人。
○ これらキャリア・コンサルタントは、企業、需給調整機関、教育機関等の幅広い分野で活躍。

資料出所：厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援室調べ（平成25年度）

キャリア・コンサルティング技能士（1級・2級）・標準レベルキャリア・コンサルタントの活動の
場について

公的就職

支援機関

22.1 %

企業内

21.6 %

大学・短大等

18.2 %

民間就職

支援機関

16.4 %

地域（NPO等）

7.5 %

民間教育

訓練機関

5.3 %

中学・高校

2.9 %

その他

6.0 %（+1.3%)

（▲3.8%)

（▲0.4%)

（+0.3%)

（+2.3%)

（▲1.8%)

（+1.1%)

（+1.0%)

※括弧内は、平成22年度の実態調査からの増加割合
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○ 事務系、介護系、情報系等
高額な設備を要しない教育訓練
機会を提供。

○ 専修学校、教育訓練企業、公益
法人等が実施可能な訓練を実施。

○ 国は民間委託訓練や求職者支援
訓練を通じて、求職者に対し民間
が実施する訓練機会を提供。

訓練規模(H24（確定値）)

離職者訓練：30,322人
学卒者訓練： 5,903人
在職者訓練：49,555人

離職者訓練：11,408人(うち3割5分が東京都)

学卒者訓練：12,658人
在職者訓練：53,446人

離職者訓練 ：208,366人
専修学校生徒数 ：650,501人
教育訓練給付 ：130,218人

訓練科目

国（高障求機構 ） 都道府県

○離職者訓練や、高度な学卒者訓練を実施。
○ 民間で実施していない
ものづくり分野を中心に実施。

○ 全国ネットワークによるスケール
メリット（※）を活かし、
①全国異動により計画的に育成され
た職業訓練指導員、

②職業能力開発総合大学校を中心に
全国各施設からの改善提案を反映
したカリキュラムにより、

全国規模で訓練水準を維持・向上
※ 震災や雇用情勢の急激な悪化等の際、

指導員や訓練資源を柔軟に投入。

○ 基礎的な学卒者訓練や、地域産
業の人材ニーズに対応した離職者
訓練を実施。

（木工関係などいわゆる生業系や、自動
車整備等を実施）

○ 個々の財政事情等により、
実施状況には大きな格差有り。

（５県で離職者訓練実績がゼロ。
当該５県機構訓練受講者：3,659人）

○ 訓練指導員の異動は、基本的
には当該都道府県のみ

各都道府県の地域訓練協議会（地域の労使団体、高障求機構、都道府県、民間教育訓練機関がメンバーであり、労働局が事務局）

において、機構、都道府県、民間教育訓練機関の行う各都道府県の訓練計画を策定。

民間教育訓練機関

特 徴

（速報値）

訓練規模(H24（確定値）) 訓練規模(H24・速報値)

訓練科目訓練科目

例：金属加工科、機械加工技術科、
スマート電力監視システム設計
製作科 等

例：自動車整備科、木工科、
介護サービス科、情報サー
ビス科、陶磁器製造科 等

例：経理、医療事務、
ＯＡ・コンピュータ研修 等

特 徴特 徴

図表10 職業訓練における国（高障求機構）・都道府県・民間教育訓練機関の役割分担

就職率
84.9%

就職率
97.8%

就職率
73.0%

就職率
92.7%

就職率
委託訓練：69.2%
求職者支援訓練
：79.2%(実践コース)
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＊ 高障求機構 ： 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構



図表11 民間教育訓練機関の現状

民間教育訓練機関（太枠）
208,366人

離職者訓練の実施状況

平成2４年度は250,096人に訓練を実施。
約８割は民間教育訓練機関により実施。

高齢・障害・求職者雇用支援機構

（施設内） 30,322人
（製造系75.6%，建設系15.1%，その他
9.3%）

都道府県（施設内）

11,408人
（サービス系26.9%，製造系
21.3%，建設系12.1%，その他
39.7%）

※ 求職者支援訓練は平成２４年度速報値

民間委託訓練

（都道府県等から委託）109,822人
（事務系36.5%、介護系26.2%、

情報系25.7%、
その他11.6%）

求職者支援訓練
98,544人

（介護系22.4%，
情報系7.1%，

医療事務系8.0%，
その他62.5%）

○民間教育訓練プロバイダーの

推計数 15,105  

（内訳）

– 民間企業 4,351
– 経営者団体 5,196
– 公益法人 2,650
– 専修・各種学校 2,142
– 大学等 766

○市場規模 約1.3兆円

（資料出所）「日本の職業能力開発と教育訓練基盤の整備」（労働政
策研究・研修機構2007年） 12
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図表12 ものづくり人材をはじめとする技能者育成に関する背景・課題

技能者育成が進まず、ものづくり人材の減少が続けば、失業率の悪化だけでなく、日本の競争力の源
泉である技術力が低下し、日本の研究・開発の基盤も失われるおそれがある。

○ 製造業は、日本の輸出額の9割強を占め、約1,000万人の雇用の受け皿となっている。
○ 日本の技術レベルの高さや新しい技術を生み出す能力は、諸外国と比べ、秀でている。
○ しかし、技能者育成が進まないこともあり、製造業の就業者数は減少傾向。

出典：財務省貿易統計（平成24年度分） 出典：総務省労働力調査（2010年は平成22年
（新）基準人口による補間補正値）
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図表13 「職業能力の見える化」の必要性・基本的方向性

○「日本再興戦略」（抄）（平成25年6月14日閣議決定）

２ 雇用制度改革・人材力の強化

③ 多様な働き方の実現

○ 「多元的で安心できる働き方」の導入促進

・業界検定等の能力評価の仕組みを整備し、職業能力の

見える化を促進する。

○個々の企業を超えた業界共通の能力評価の｢ものさし」を作り、｢スキルの見える化」を図ることで、身についた職務スキル
の適切な評価、ステップアップへの結びつけ。また、｢スキルの向上」に資する能力開発機会を提供。
→労働者がスキルを身につける意欲を高め、キャリアアップを促進。企業にとっても、的確な人材採用、配置等が可能に。

○経済のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化、少子高齢化の中での｢人
材力強化」の必要性の一層の高まり
○産業構造の変化、ｼﾞｮﾌﾞ型労働市場の拡大
に対応した、個人の円滑な転職支援の必要性
○非正規雇用労働者が増加する中での、それ
ぞれのﾗｲﾌｽﾀｲﾙや希望に応じた、多様な働き
方の実現支援の必要性

○いずれの観点からも、ｼﾞｮﾌﾞ型労働市場を
重点に、各業界共通の能力評価の「ものさ
し」を整備し、経験・能力に応じた採用、処
遇等がなされる基盤を整備することが急務。

○平成26年度予算案に「業界検定ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援事業（約１．５億円）」を新たに盛
り込み、ｼﾞｮﾌﾞ型労働市場の形成された雇用吸収力の高い業界を対象に、実践的な評
価ﾂｰﾙ整備のﾓﾃﾞﾙ創出と、課題検証を推進。

○並行し、従来の技能検定制度､新たな業界検定等を含む職業能力評価制度・体系の
在り方について､労働市場政策の観点から検討に着手（25年9月より有識者による
「労働市場政策における職業能力評価の在り方に関する研究会」を開催。）

●多様な正社員ﾓﾃﾞﾙの普及・促進

●非正規雇用労働者等を対象とした職業能力開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの拡
充(公的職業訓練、学び直し）
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図表14 入職経路別に見た入職後の職業の割合

○ 入職後の職業について、「入職経路計」での割合と比較して、
・「安定所」を入職経路として利用した者の入職後の職業については、事務従事者（約20.2％）、生産工程従事者（約
16.8％）、等の割合が高い。
・「民営職業紹介所」を入職経路として利用した者の入職後の職業については、専門的・技術的職業従事者（約
34.2％）、事務従事者（約26 ％）等の割合が高い。

15

（資料出所）厚生労働省「雇用動向調査（平成24年）」
注）入職者（未就業者及び既就業者）について集計。
注）四捨五入の関係で、表の数字を足し合わせても合計が100％にならないことがある。

計

全経路計 安定所

ＨＷイン
ターネッ
トサービ

ス

民営職業
紹介所

学校 広告 その他 出向
出向先か
らの復帰

縁故
うち前の
会社

職業計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

管理的職業従事者 2.6 1.1 1.0 3.4 0.6 0.8 5.2 3.6 6.0 22.3 21.6

専門的・技術的職業従事者 19.0 15.8 17.8 34.2 42.4 11.0 29.8 18.6 15.9 29.8 30.0

事務従事者 16.6 20.2 16.7 26.0 19.2 13.6 15.5 15.3 24.9 26.8 18.2

販売従事者 13.5 8.5 12.6 10.3 8.2 20.4 12.3 11.0 6.5 7.4 13.9

サービス職業従事者 25.0 21.5 27.5 6.1 15.5 35.3 20.0 23.1 12.3 4.0 0.8

保安職業従事者 1.6 1.8 1.2 0.6 0.7 1.0 2.8 2.0 3.9 0.7 0.6

生産工程従事者 11.1 16.8 13.2 17.6 9.3 7.9 8.2 11.7 17.8 5.2 12.5

輸送・機械運転従事者 3.0 4.0 4.0 0.2 0.5 2.5 1.2 4.9 4.6 0.8 0.2

建設・採掘従事者 1.7 3.4 1.0 0.8 2.0 0.5 0.8 2.8 2.5 1.2 1.5

運搬・清掃・包装等従事者 5.7 6.6 5.0 0.6 1.5 6.9 3.8 6.8 5.3 1.6 0.4

その他の職業従事者 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.4 0.1 0.4 0.4

（単位：％）
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図表15 民営職業紹介事業所数及び常用就職件数の推移

16

○ 民営職業紹介事業所数は平成11年度以降急激に増加したが、平成20年度を境に頭打ちとなり、平成24年度は約１万８千所となっている。
○ 民営職業紹介による常用就職件数は、年々増加しており、平成23年の常用就職件数は約44万件となっている。
○ 有料職業紹介による常用就職件数は増加傾向にある一方、無料職業紹介によるものは、概ね横ばいで推移している。

資料出所）厚生労働省職業安定局需給調整事業課調べ

平成２５年度 雇用政策研究会報告書 参考資料

※常用就職とは、４ヶ月以上の期間を定めて雇用されるもの又は期間の定めなく雇用されるものをいう。資料出所）厚生労働省「職業紹介事業報告」集計結果
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図表16 入職者の入職後の地域と入職経路割合

○ 入職後の地域（47都道府県）ごとに各入職経路の割合を見ると、地域によって差が見られる。
○ 埼玉、千葉、東京、神奈川等の首都圏では、全国での割合と比較して「安定所」の割合が低い。

17（資料出所） 厚生労働省「雇用動向調査（平成24年）」。 注）入職者（未就業者及び既就業者）について集計。
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○ 労働力の産業間、企業間移動の円滑化に寄与するため、出向・移籍による失業なき労働移動に
関する情報提供・相談等を行う。

○ 昭和６２年３月、１３の産業団体（※）が5,250万円の基本財産を拠出して設立。

※ （社）日本造船工業会、（社）日本鉄鋼連盟、電気事業連合会、全国銀行協会、（社）日本自動車工業会、（社）日本電機工業会、

（社）セメント協会、日本化学繊維協会、日本製紙連合会、日本石炭協会、日本紡績協会、（社）日本民営鉄道協会、（社）日本船主協会

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
送出し件数 １８，５３２件 ２１，７３４件 １４，２０６件 １４，１５５件 １７，６６４件
成立件数 ７，４０９件 ９，３７７件 ８，５９１件 ８，５８２件 １０，０４２件
成立率 ４０．０％ ４３．１％ ６０．５％ ６０．６％ ５６．９％

※送り出し件数は、人材を送り出す側の企業から産業雇用安定センターに登録された件数。

成立件数は、人材を受け入れる側の企業が産業雇用安定センターのあっせんにより出向・移籍を受け入れた件数

○ 人材の受け入れ、送り出し情報の収集・提供を行い、出向・移籍のあっせんを行う。

○ また、出向・移籍が円滑に進むよう、企業の人事担当者等に相談・援助を行うとともに、対象者に
対して、カウンセリングやアドバイス等を行う。

○ 補助金の予算額は22年度は23.8億円、23年度は19.9億円、24年度は19.7億円、25年度は
20.8億円。

○ 自主事業として、円滑な労働移動の実現に向けた各種セミナーを実施している。

図表17 （公益社団法人）産業雇用安定センターについて

１ 設立目的等

２ 事業内容等

３ 実績
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図表18 企業の雇用戦略（①競争力の源泉と競争力をさらに高めるために強化すべきもの）

○ 自社の競争力をさらに高めるために強化すべきもの（複数回答）として、「人材の能力・資質を高める育成体系
（52.9％）」、 「従業員の意欲を引き出す人事・処遇制度（39.5％）」等となっている。

資料出所）ＪＩＬＰＴ「構造変化の中での企業経営と人材のあり方に関する調査（2013年）」
19

（n=有効回答企業2,783社，複数回答）
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図表19 企業の雇用戦略（②従業員の能力を最大限発揮させるための雇用管理事項）

○ 従業員の持てる能力を最大限発揮させるために必要な雇用管理事項で、重要であると考えている事項と実際に取り組
んでいるものとの差（重要だと考えているが実際には取り組んでいない割合）に着目すると、「上司と部下のコミュニケーシ
ョンや職場の人間関係の円滑化（２０．４ポイント差）」、「能力・成果等の評価に見合った昇格・昇進や賃金のアップ（１８．
０ポイント差）、「安定した雇用環境の整備（16.6ポイント差）」等で差が大きくなっている。

20

（％）

資料出所）ＪＩＬＰＴ「構造変化の中での企業経営と人材のあり方に関する調査（2013年）」
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図表20 労使協議機関及び職場懇談会の成果について

○ 労使協議機関の成果としては、「労働環境の整備に役立った」が最も多い。また、「従業員の仕事に対する満足度が
高まった」は20.9％となっている。

○ 職場懇談会の成果としては、「職場環境が改善された」が最も多い。また、「業務運営が円滑になった」が66.6％、
「職場の人間関係が円滑になった」は51.4％となっている。

（資料出所）：厚生労働省「労使コミュニケーション調査（平成21年）」
注） 「労使協議機関」：経営、生産、労働条件、福利厚生等の事項を労使で協議するための常設的な機関をいい、通常、労使協議機関、経営協議会等の名称で呼ばれているもの。

「職場懇談会」：管理者と従業員が課・グループを単位として、一定の業務運営、職場環境等について話し合うための会合をいう。
注）調査対象は常用労働者30人以上を雇用する民営事業所のうちから一定の方法により抽出した事業所及び当該事業所に来ようされる常用労働者から一定の方法により抽出した労働者。
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図表21 職場での上司とのコミュニケーションについて

22
資料出所：厚生労働省「労使コミュニケーション調査報告」

○ 労働者のうち、不平・不満を伝えたことのある割合は平成21年に21.2％となっている。

○ 不平・不満を伝えたことがある者のうち、「直接上司へ」と回答した割合は時系列にみて、７割台で推移している。

計
不平・不満を
伝えたこと「あ

り」

不平・不満を
伝えたこと「な

し」
不明

平成元年 100.0 22.8 75.9 1.2

平成06年 100.0 26.5 73.2 0.2

平成11年 100.0 37.4 61.9 0.7

平成16年 100.0 13.7 86.3 0.0

平成21年 100.0 21.2 78.0 0.8

不平･不満を
伝えたこと「あ

り」計
直接上司へ

自己申告制度
によって

労働組合を通
して

苦情処理委員
会等の機関へ

その他 不明

平成元年 100.0 73.1 20.3 15.3 1.7 2.7 2.7

平成06年 100.0 73.5 17.9 19.5 0.7 4.7 -

平成11年 100.0 75.2 10.8 15.9 1.5 10.3 0.2

平成16年 100.0 77.8 10.2 15.1 1.5 11.7 0.0

平成21年 100.0 79.6 4.7 11.6 1.5 8.6 3.1

（複数回答：%）

≪不平・不満を伝えたことの有無別労働者割合（過去１年間）≫

≪不平・不満を伝える方法≫

（%）
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（資料出所）総務省「労働力調査」
注） 1984年以降は雇用者を「雇用者のうち役員」「正規雇用」「非正規雇用」に分解している。
注） 雇用者の分解に関して、84年から98年までは2月調査の数値、99年から01年までは2月調査と8月調査の平均、02年以降は年平均のデータを用いている点に留意が必要。
注） 年の欄に「*」を付してある結果数値には，沖縄県分は含まれていない。
注） 2012年１月結果から算出の基礎となる人口を2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）に切り替えられている。これに伴う変動（全国の15歳以上人口で約69万人の増加）を考慮し，2005年から2010年までの数値

（「年次」欄に「・」を付してある数値）について，2012年以降の結果と接続させるため，時系列接続用数値（2010年国勢調査の確定人口による遡及ないし補正を行ったもの）に置き換えて掲載されている。このため，当該期間の
数値は，各年の報告書の数値及び統計表やe-Stat上のデータベースの数値とは異なる。

図表22 １５歳以上人口の内訳（男女計）

○ 現在の正規雇用者数は3,300万人程度と1980年代半ばと概ね同水準。家族従業者、自営業は1984年から2012
年で750万人減少している。

○ 非正規雇用の労働者は1984年から2012年で604万人から1813万人と1200万人増加している。

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1953
1956
1959
1962
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1968
1971
1973
1976
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1988
1991
1994
1997
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2003

(2006)・
(2009)・

2012

雇用者数

雇用者のうち役員

正規雇用

非正規雇用

家族従業者

自営業

完全失業者数

非労働力人口

（万人）
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年長フリーター等、中年
者 ＋106万人

資料出所：「労働力調査（詳細集計）」（平成14年、24年）
（注）「高齢者」：55歳以上の非正規雇用労働者

「中年者」（45-54歳）、「年長フリーター等」（35-44歳）、「フリーター等」（15-34歳）：それぞれの年齢階級の非正規雇用労働者
から、学生･その他パートを除いた数。

「学生」：在学中の非正規雇用労働者(15-24歳）
「その他パート」：世帯主の配偶者である女性のパート･アルバイト(15-54歳）

その他パート +16万人397 413

117 109

343 342

120 198
138

166

339

585

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

平成14年 平成24年

万人

高齢者(55歳以上)

中年者(45-54歳）

年長フリーター等

(35-44歳）

フリーター等

(15-34歳）

学生

その他パート

高齢者

＋246万人

年長フリーター等・中

年者 +106万人

フリーター等 ▲1万人

学生 ▲8万人

その他パート +16万人

【1,451万人】

【1,813万人】

図表23 非正規雇用労働者の動向

○ 非正規雇用労働者は、主に高齢者層と、35歳以上の年長フリーター等・中年者が増加。

24
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資料出所：労働者数は「労働力調査（詳細集計）」（平成24年）。括弧内は、平成14年からの増減。
不本意非正規の割合は「労働力調査（詳細集計）」（平成25年 7～9月期平均）から算出

（注） *1「不本意非正規」とは、現職（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員･従業員の仕事がないから」と回答した者。
*2 「その他パート」：世帯主の配偶者である女性のパート･アルバイト（15～54歳）
*3「不本意非正規」の割合（不本意率）の推計方法：年齢階級ごとの不本意非正規数（年齢階級別労働者数×年齢階級別不本意率）から、年齢階級ごとの「その他パート」

・「学生」である不本意非正規数（年齢階級別「その他パート」数×不本意率（4.4%）、学生数×不本意率（0.8%)）を差し引き、これが各年齢層ごとの非正規雇用労働者数（「その他パー
ト」及び学生を除く）に占める割合を算出したもの。

*4「不本意非正規」の割合(4.4%)は、全年齢計の値。
*5「学生」の人数は、15～24歳のみの値。ただし、不本意非正規の割合(0.8%)は、全年齢計の値。

フリーター等＋年長フリーター等＋中年者
＝706万人（非正規雇用労働者の38.9%)

図表24 不本意非正規の分布

○ 「不本意非正規」は、学生・高齢者・その他パートを除く層に多い。また、若年層で割合が高い傾向。
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高齢者 585万人 （＋246万人）

【不本意非正規：12.4%】→

中年者 166万人 （＋28万人）

【不本意非正規（推計）：34.6%】*3  →

その他パート*2 413万人
（＋16万人）

←【不本意非正規：4.4%】*4

年長フリーター等 198万人 （＋78万人）

【不本意非正規（推計）：31.7%】*3  →

フリーター等 342万人 （▲1万人）

【不本意非正規（推計）：36.6%】*3→

学生*5 109万人 （▲8万人）

【不本意非正規：0.8%】*5→15歳

35歳

45歳

55歳

不本意非正規*1 （非正規雇用労働者の18.5%)
フリーター等＋年長フリーター等＋中年者
＝706万人（非正規雇用労働者の38.9%)
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　　　 （注） 事業所規模３０人以上

（年度）

133 138 148 148
134 134 140 133 139 147 149 152 156 160
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134
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1843 1841
1853

1834 1834
1842

1850

1813

1777

1794 1798 1794

1770 1775
1764

1748
1734

1714 1714 1710
1702 1706

1685 1682 1686 1690

1668

1643
1650 1654 1649

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　　　 （注） 事業所規模３０人以上

（年度）

所定外労働時間

所定内労働時間

総実労働時間

年間総実労働時間の推移（パートタイム労働者を含む） 就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移

一般労働者の総実労働時間

パートタイム労働者の総実労働時間

パートタイム労働者比率（単位％）

○ 年間総実労働時間は減少傾向で推移しているが、これは一般労働者（パートタイム労働者以外の者）についてほぼ横ばいで
推移するなかで、平成8年頃からパートタイム労働者比率が高まったこと等がその要因と考えられる。

図表25 総労働時間の推移

26
（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）事業所規模30人以上

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）事業所規模30人以上
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３０代男性で週労働時間６０時間以上の者

（資料出所）総務省「労働力調査」

（注）上の表は雇用者についてのもの。ただし、「３０代男性で週労働時間６０時間以上の者」については、統計上の制約から、
雇用者のみの数値が得られないため、下の表は非農林業の就業者数（雇用者に加え、自営業者、家族従業者含む）により作成。

［］内の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国結果。

平成9年 平成14年 平成19年 平成23年 平成24年

週35時間未満の者
1114万人 1211万人 1346万人 ［1384万人］ 1436万人

21.1% 23.2% 24.9% ［27.1%］ 26.8%

週35時間以上週60時間
未満の者

3610万人 3361万人 3482万人 ［3228万人］ 3412万人

68.3% 64.4% 64.5% ［63.2%］ 63.7%

週60時間以上の者
555万人 630万人 554万人 ［476万人］ 490万人

10.5% 12.1% 10.3% ［9.3%］ 9.1%

合計 5285万人 5216万人 5398万人 ［5105万人］ 5359万人

平成9年 平成14年 平成19年 平成23年 平成24年

週60時間以上の者
160万人 194万人 176万人 141万人 144万人

21.2% 24.0% 20.2% 18.4% 18.2%

図表26 週労働時間別雇用者等の推移

○ 週の労働時間が60時間以上の者の割合は、全体では近年低下傾向で推移し、１割弱となっているが、30代男性では18.2％
と、以前より低下したものの高水準で推移している。
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（資料出所） 厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成１１年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）

（注） １） 「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。

２） 「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。

３） 平成18年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」→平成19年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」

年

取
得
率

日

年次有給休暇の取得率については、近年５割を下回る水準で推移している。

図表27 年次有給休暇の取得率等の推移

4
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○ 年次有給休暇の取得率については、近年５割を下回る水準で推移している。
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図表28 長時間労働の抑制を阻害している要因（職場の雰囲気）【正社員のみ】

○ 労働時間の長い人ほど、職場の雰囲気について「一人あたりの仕事量」「突発的な仕事」「締切に追われ
がち」など、業務体制に関する部分に課題を感じている。
特に、1日の労働時間が12時間以上のうち、自身の労働時間に「不満」を感じている人ではその傾向が強い。

（資料出所）内閣府「ワーク・ライフ･バランスに関する意識調査」

一人あたりの仕
事の量が多い
ほうだ

一部の人に仕
事が偏りがちと
感じる

突発的な業務
が生じやすいと
思う

仕事の手順な
どは自分で工
夫しやすい

締切や納期に
追われがちだと
思う

同僚間のコミュ
ニケーションは
取りやすい

職場間での意
思疎通が弱いと
感じる

仕事が終われ
ば周りの人が
残っていても退
社しやすい

効率が良い人
に仕事が集まり
がちだと思う

上司と部下でも
意見等は言い
やすい

１０時間未満(n=1631) 30.2 33.2 30.5 33.4 23.6 20.1 18.5 18.1 14.3 16.2

１２時間未満(n=630) 49.2 42.2 42.1 32.4 34.3 19.2 21.1 16.0 18.9 14.8

１２時間以上 計(n=276) 62.3 44.9 46.0 22.5 42.8 19.2 17.4 10.9 19.2 16.3

*１２時間以上不満(n=167) 68.9 50.3 52.7 19.2 52.7 16.2 19.2 8.4 18.6 10.8
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１０時間未満(n=1631) １２時間未満(n=630) １２時間以上 計(n=276) *１２時間以上不満(n=167)
(％)

※■は、10時間未満労働者に対して5%水準で有意に高い
※■は、10時間未満労働者に対して5%水準で有意に低い

※TOTALスコア順に降順ソート、上位10項目

Q あなたご自身の職場の雰囲気について、あなたはどのように感じていますか。近い項目をすべてお答え下さい。

● 労働時間別の職場の雰囲気（複数回答）

※「１２時間以上不満」は、１２時間以上労働者で、現在の労働時間について「やや不満」「不満」と回答した人

平成２５年度 雇用政策研究会報告書 参考資料



30

38

30

7 7 6

37

24

11

48

34

10
7 7

34

20

9

53

39

12
8 8

26
21

12

0

10

20

30

40

50

60

70

頑
張

ってい
る人

責
任

感
が

強
い

人

仕
事

が
できる人

評
価

され
る人

期
待

され
てい

る人

仕
事

が
遅

い
人

残
業

代
を稼

ぎたい
人

仕
事

以
外

に
 や

ることが
ない

人

１０時間未満(n=1631) １２時間未満(n=630) １２時間以上(n=276)

Q あなたは「残業している人」に対してどのようなイメージを持っていますか。上司の方、同僚の方、あなたご自身について、それぞれあてはまるものを全てお答え
下さい。同僚の方、上司の方については「おそらくそう思っているだろう」という、あなたご自身の想定をお答え下さい。

(％)

● 上司にとって、「残業している人」のイメージ（労働時間別）（複数回答）

※○は、10時間未満労働者に対して5%水準で有意に高い
※ は、10時間未満労働者に対して5%水準で有意に低い

ネガティブイメージポジティブイメージ

図表29 長時間労働の抑制を阻害している要因（上司の意識）【正社員のみ】

○ 労働時間が長い人は、上司が残業している人に対してポジティブなイメージを持っていると感じており、上
司の意識と本人の長時間労働との関連が推察できる。

（資料出所）内閣府「ワーク・ライフ･バランスに関する意識調査」
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図表30 年齢別労働力人口の推移

資料出所：総務省「国勢調査」

注） ボックス内の％は、労働力人口に占める、当該年齢階級の占める割合を示す。

○ 1980年と比べ2010年では、労働力人口に占める若年層（15～34歳）の割合が38.1％から27.3％に低下している。
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図表31 年齢別労働力人口の推計

資料出所：2012年実績値は総務省「労働力調査」、2020年及び2030年は（独）労働政策研究・研修機構推計
※推計は、 （独）労働政策研究・研修機構が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」等を用いて行ったもの
※経済再生シナリオ・労働参加進展ケース：「日本再興戦略」を踏まえた高成長が実現し、かつ労働市場への参加が進むケース
※ゼロ成長シナリオ・労働参加現状ケース：復興需要を見込んで2015年まで参考シナリオと同程度の成長率を想定するが、2016年以降、経済成長率・物価変化率がゼロ、かつ労働市場への参加が進ま
ないケース（2012年性・年齢階級別の労働力率固定ケース）

○ 労働力需給推計をもとに年齢別労働力人口をみると、20代～40代前半の層は、２０１２年と比べて２０２０年、
２０３０年には大幅に減少する。

○ 適切な政策を進めて、労働参加が進展した場合には、減少幅を縮小することができる。

≪2020年≫ ≪2030年≫
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（資料出所）労働政策研究・研修機構「若年者の離職理由と職場定着に関する調査」（2007年）

図表32 若者の離職理由・就職する際の情報入手状況

○ 前職の離職理由について、離職する決め手になったものとして、「仕事上のストレスが大きい」「給与に不満」「労働時間
が長い」「会社の将来性・安定性に期待が持てない」などが挙げられている。

○ 現在の会社から転職したいと思うことが「しばしばある」とする新卒採用従業員について、「現在の会社に就職する際の
情報入手状況」をみると、「ほとんど入手できなかった」と回答した者が53.6％も存在。
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（注）前職については、非正社員を除く。また、前職の離職理由については、回答数の多いもののみを記載。
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○ 新規学卒者の離職状況について、産業別・事業所規模別の離職率を公表（平成25年10月末）。
公表した離職率データについては、事業所規模が大きいほど離職率が低い等の傾向が見られた。

図表33 新規学校卒業者の離職状況（平成２２年３月卒業者）

平成22年3月新規学校卒業者の産業別卒業3年後の離職率

平成22年3月新規学校卒業者の離職率 平成22年3月新規学校卒業者の事業所規模別卒業3年後の離職率
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（資料出所）文部科学省「学校基本調査」
※ 「就職者」とは、給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいい、自家・自営業に就いた者は含むが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は含まない。

※ 「一時的な仕事に就いた者」とは、臨時的な収入を得る仕事に就いた者であり、雇用の期間が１年未満又は雇用期間の長さにかかわらず短時間勤務の者をいう。
※ 「進学も就職もしていない者」とは、

ⅰ） 高等学校卒業者については、（イ）家事手伝いをしている者（ロ）外国の学校に入学した者（ハ）その他の者で進路が未定であることが明らかである者をいう。
ⅱ） 大学（学部）卒業者については、進学でも就職でもないことが明らかな者について、「進学準備中の者」、「就職準備中の者」、「その他」に分けられ、「就職準備中の者」には、

求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試験の準備中である者が含まれ、家事の手伝いは「その他」に含まれる。
なお、25年度の内訳は「進学準備中の者」：3,326人、「就職準備中の者」41,832人、「その他」：30,770人となっている。

図表34-① 高等学校、大学卒業後の状況

○ 「進学も就職もしていない者の率」について、高等学校では平成20年と平成25年で変わらない。（表１）
大学では、平成20年から平成22年にかけて上昇しているが、その後低下傾向である。（表２・図１）

※ 中途退学者については
・高等学校：53,937人［平成23年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査］・ 大学等：70,392人 ［H23学校基本調査より推計］

○ （表１）高等学校（全日制・定時制、中等学校後期課程を含む）卒業後の状況

卒業者
大学・短大進

学者（率）
専門学校進学

者（率）
就職者（率）

一時的な仕事に
就いた者（率）

進学も就職もして
いない者（率）

不詳・死亡
（率）

うち大学（学部）
進学者（率）

H10 1,441,061 611,841 - 236,841 327,672 - 113,562 577
42.5% - 16.4% 22.7% - 7.9% 0.0%

H15 1,281,656 572,181 - 241,949 212,864 - 132,276 282
44.6% - 18.9% 16.6% - 10.3% 0.0%

H20 1,089,188 575,659 500,631 167,092 206,628 12,862 53,757 230
52.9% 46.0% 15.3% 19.0% 1.2% 4.9% 0.0%

H25 1,091,617 581,138 517,398 185,546 184,702 13,624 53,939 302
53.2% 47.4% 17.0% 16.9% 1.2% 4.9% 0.0%

○ （表２）大学（学部）卒業後の状況

卒業者 進学者（率） 就職者（率）
一時的な仕事に就い

た者（率）
進学も就職もしていな

い者（率）
不詳・死亡（率）

H10 529,606 49,706 347,562 11,957 81,711 32,051
9.4% 65.6% 2.3% 15.4% 6.1%

H15 544,894 62,251 299,987 25,255 122,674 26,605
11.4% 55.1% 4.6% 22.5% 4.9%

H20 555,690 76,343 388,480 11,485 59,791 10,803
13.7% 69.9% 2.1% 10.8% 1.9%

H25 558,853 72,821 375,959 16,850 75,928 8,523
13.0% 67.3% 3.0% 13.6% 1.5%

35
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図表34-② 大学（学部）卒業後の状況

36（資料出所）文部科学省「学校基本調査」
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図表35 高校中退後の動向

○ 高等学校を中途退学した後の就業状況については、フリーター層が41.6％となっており、正社員比率が著しく
低い状況となっている。

中途退学者の類型別内訳

37

（出典） 東京都教育委員会「都立高校中途退学者等追跡調査」（平成25年３月）
※ 調査対象者：平成22年度と平成23年度に都立高校を中途退学した者（6,947人、回答数988人）
※ 「正規層」とは正規雇用で就労し、特に学習をしていない者、「フリーター層」とは非正規就労で、特に学習をしていない者を指す。また、

「Ⅰ学習層」のうち、約６割強の者は非正規として就労しながら学習をしている。

≪高校の中途退学者数の推計≫
○ 平成23年度の高等学校中途退学者については、文部科学省「平成23年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

によると、約5.4万人となっている。
○ 上記調査結果の比率で就業したと仮定すると、約2.2万人の高校中退者が中退後にフリーター層（非正規就労で、特に学習をしていな

い者）となっている推計される。
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図表36 大学等の高等教育中退後の動向

○ 大学等の高等教育学校を中途退学した直後の就業状況については、アルバイト・パートが61.7％となっており、
正社員比率が著しく低い状況となっている。

離学時の就業状況（学歴別）

38

（出典）（独）労働政策研究・研修機構「大都市の若者の就業行動と意識の展開－第3回若者のワークスタイル調査（2012）」
※ 調査対象者は東京都内に在住する20～29 歳の男女（主婦と学生を除く）

≪大学の中途退学者数の推計≫
○ 平成17年4月大学入学者における中途退学者については、文部科学省「学校基本調査」から約7万人と推計される。

※ 平成17年4月大学入学者603,760人のうち、平成21年～24年の各3月卒業者の累計は533,368人となっており、その差を中途退学者と
仮定すると70,392人となる。もっとも、平成25年度以降に卒業する者や他大学へ編入等する者も一定程度存在すると考えられることに
留意する必要がある。

○ 上記調査結果の比率で就業したと仮定すると、約5万人の大学中退者が中退直後にアルバイト・パート又は契約・派遣等の非正規として
雇用されていると推計される。
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資料出所：総務省統計局「労働力調査（基本集計）」

（注１） ｢ニート｣の定義は、15～34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者。

（注２） 〔 〕を付した平成23年の数値は、東日本大震災により調査が困難となった3月から8月までを補完推計し
た参考値について、平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値。

117 119 115 104 95 89 83 87 86 86 77

91 98 99
97

92 92
87 91 97 98 103

208 217 214
201

187 181
170 178 183 184 180

0

50

100

150

200

250

14 15 16 17 18 19 20 21 22 〔23〕 24

（万人）

（年）

25～

34歳

15～

24歳

平成

資料出所：総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」

（注１） フリーターの定義は、15～34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、
以下の者の合計。
１ 雇用者のうち｢パート・アルバイト｣の者
２ 完全失業者のうち探している仕事の形態が｢パート・アルバイト」の者
３ 非労働力人口で、家事も通学もしていない「その他」の者のうち、

就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者

（注２）〔 〕を付した平成23年の数値は、東日本大震災により調査が困難となった
3月から8月までを補完推計した参考値について、平成22年国勢調査結果を基準とする
推計人口で遡及推計した値。

図表37 フリーター・ニート等の数の推移

○ フリーター数は217万人(平成15年)をピークに５年連
続で減少した後、３年連続で増加。平成24年は180
万人と前年差４万人減。

○ 35～54歳におけるパート・アルバイト及びその希望者
は平成24年平均で82万人。前年差1万人以上の増
加（被災3県を除いた値での比較）

○ ニート数は、平成14年以降、60万人台で推移。

フリーターの数の推移（年齢別）

（参考）パート・アルバイト及びその希望者（３５～５４歳）の推移

25 29 28 30 32
38 35
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50 48 51
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26 25 25 25
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 〔22〕〔23〕〔24〕 24

（万人）

（年）

45～

54歳

35～

44歳

平成

資料出所：総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」
（注１） フリーターの定義の「15～34歳」を「35～54歳」に置き換えて集計。
（注２）〔 〕を付した平成22年～24年のデータは、岩手県、 宮城県及び福島県を除く全国の結果。

ニートの数の推移（年齢別）
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30～
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25～
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日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア スウェーデン 韓国

就業率
（2011）

男
女
計

55-59歳 75.2 68.1 69.8 73.8 63.9 55.3 82.1 67.4 

60-64歳 57.3 50.8 44.4 44.2 18.8 20.9 63.4 55.1 

65歳以上 19.3 16.7 8.8 4.6 2.0 3.2 11.8 28.9 

男

55-59歳 88.5 72.8 74.0 80.0 67.4 67.4 83.7 81.7 

60-64歳 70.9 54.7 55.1 52.2 20.4 29.5 68.4 69.6 

65歳以上 27.6 21.3 11.9 6.6 2.8 5.6 15.7 39.6 

女

55-59歳 62.1 63.6 65.7 67.8 60.5 43.8 80.4 53.2 

60-64歳 44.2 47.2 34.2 36.3 17.4 12.8 58.5 41.3 

65歳以上 13.1 13.1 6.3 3.1 1.4 1.3 8.0 21.4 

図表38 高齢者の就業率の国際比較

○ 高齢者の就業率は、諸外国と比較して高い水準にあり、特に65歳以上層ではかなり高い水準にある。

40（資料出所）：就業率：労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較（2013）」
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55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳

約654万人

約623万人

2023年

約578万人

資料出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2012年1月推計）中位推計」

（万人）

2013年

団塊の世代 （1947年～1949年生まれ）

2018年

図表39 団塊の世代の高齢化

○ 昭和22（1947）年から昭和24（1949）年生まれをいわゆる団塊の世代とすれば、平成24（2012）年から平成26
（2014）年には65歳に到達するため、60～64歳層の人口が減少し、65～69歳層の人口は増加する。

41
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資料出所： ＪＩＬＰＴ「高年齢者の継続雇用等、就業実態に関する調査」（平成23年）
注1） 基本的に雇用者である者を対象にしたもの
注2） 60～64歳は雇用者のみの回答、65～69歳は自営業者を含む
注3） 本調査は、平成23年7月の就業等の状況について調査を行ったもの

図表40 高齢者の就業理由（複数回答）

○ 60～64歳層では男女とも「生活の糧を得るため」が最も多いが、65～69歳層では「健康にいいから」「いきがい、社会参加の
ため」が「生活の糧を得るため」と同等かそれ以上となっている。
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生活の糧を得るため 健康にいいから いきがい、社会参加のため 頼まれたから

時間に余裕があるから その他 無回答

（％）

男性 女性
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図表41 育児休業について

○ 女性の育児休業取得率は８割を上回っている。一方、男性の育児休業者がいた事業所の割合は上昇しているものの、育児休
業取得率は1.89％と低い水準で推移している。

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成8年度

平成11年度

平成14年度

平成16年度

平成17年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

49.1 

56.4 

64.0 

70.6 

72.3 

89.7 

90.6 

85.6 

83.7 

[87.8]

83.6 

0.12 

0.42 

0.33 

0.56 

0.50 

1.56 

1.23 

1.72 

1.38 

[2.63]

1.89 

女性

男性

【育児休業取得率の推移】

出産者
がいた

事業所計

育児休業
者（女性)

あり

育児休業
者（女性)

なし

配偶者が
出産した
者がいた
事業所計

育児休業
者（男性)

あり

育児休業
者（男性)

なし

平成22年度 100.0 83.4 16.6 100.0 2.8 97.2 

平成23年度 [100.0] [90.1] [9.9] [100.0] [3.7] [96.3]

平成24年度 100.0 84.8 15.2 100.0 4.0 96.0 

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」
注）育児休業取得率とは、調査前年度１年間の在職中に出産した女性（男性の場合は配偶者が出産した者）のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（育児休業の申出をしている者を

含む。）の割合のことをいう。

※平成23年度の［ ］内の比率は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国結果

【育児休業者の有無別事業所割合】
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（資料出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

「両立支援に係る諸問題に関する総合的調査研究」（平成20年）

【妊娠・出産前後に退職した理由】

39.0%

7.2%
4.7%

26.1%

9.0%

2.6%
9.8%

1.5%

家事・育児に専念する
ため自発的にやめた

結婚、出産、育児を機に辞めた
が、理由は結婚、出産等に直接
関係ない

夫の勤務地や夫の転
勤の問題で仕事を続け
るのが難しかった

仕事を続けたかったが、仕
事と育児の両立の難しさで
やめた

解雇された、退職勧
奨された

子を持つ前と仕事の内容や責任
等が変わってしまい、やりがいを
感じられなくなった（なりそうだっ
た）

その他
特にない

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所
「第１４回出生動向基本調査（夫婦調査）」

5.7% 8.1% 11.2% 14.8% 17.1%
18.3% 16.3% 13.0%

11.9% 9.7%

37.4% 37.7% 39.3%
40.6% 43.9%

35.5% 34.6% 32.8% 28.5% 24.1%

3.1% 3.4% 3.8% 4.2% 5.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985-891990-941995-992000-042005-09
子どもの出生年

就業継続（育休利用） 就業継続（育休なし）
出産退職 妊娠前から無職
その他・不詳

出産前
有職
70.7
(100)％

（資料出所）厚生労働省

「第１回21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）」

出産後

継続就業率
26.8

(38.0)％(※)

両立が難しかった具体的理由

【第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化】

（※）（ ）内は出産前有職者を100として、出産後の継続就業者の割合を算出

①勤務時間があいそうもなかった （６５．４％）

②職場に両立を支援する雰囲気がなかった （４９．５％）

③自分の体力がもたなそうだった （４５．７％）

④育児休業を取れそうもなかった （２５．０％）

⑤子ども病気等で度々休まざるを得なかった（２２．９％）

⑥保育園等に子どもを預けられそうもなかった（２０．７％）

正規の職員
52.9%
パート・派遣
18.0%

24.6%
36.0%

48.7%

42.6%

25.6% 19.9%

1.0% 1.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2010

不詳

出産１年前無職（学生含む）

出産半年後無職（学生を含む）

出産半年後有職（育児休業中等の休業含む）

73.5
(100)％

24.6
(32.2)％

(※)

子どもの出生年

出産前
有職
78.6

(100)％

出産後
継続就業率

36.0
(45.8)％

(※)

図表42 女性の継続就業
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○ 約６割の女性が出産・育児により退職している。
○ 妊娠・出産を機に離職した理由を見ると、「両立が難しかったので辞めた」または「解雇・退職勧奨された」が約３５％
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図表43 管理職に占める女性割合について

○ 管理職に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。
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【女性管理職割合の国際比較】

（資料出所）日本：総務省統計局「労働力調査」、
その他:（独）労働政策研究・研修機構

「データブック国際労働比較２０１３」

（％）

1.4 

6.9 

1.0 

4.9 
1.6 
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3.9 

14.4 

60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

課長級以上 部長級 課長級 係長級

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

(%)

【役職別管理職に占める女性割合の推移（企業規模１００人以上）】
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24年度

取り組んでいる(注1) 今後、取り組むこととしている
今のところ取り組む予定はない 今後の予定については、わからない(注2)
以前は取り組んでいた

26.3 

29.5 

20.7 

30.2 
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31.7 
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13.0 
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6.7 

10.7 

10.6 

15.1 

12.1 
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平成12年度

平成15年度

平成18年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

取り組んでいる(注１) 今後、取り組むこととしている

【ポジティブ・アクションの取組状況の推移】 【企業規模ポジティブ・アクションの取組状況の推移】

資料出所：厚生労働省「雇用均等基本調査」
注）１）平成１２年度は「既に取り組んでいる」、平成１５年度は「平成１１年度以前

より取り組んでいる」及び「平成１１年度以降から取り組んでいる」の計。
２）「今後の予定については、わからない」については平成１５年度までは「わからな

い」という選択肢。 平成２１年度は選択肢から削除した。
３）左のグラフは常用労働者30人以上規模の企業の集計結果である。
４）平成18年度以前は「女性雇用管理基本調査」の名称で実施していた。

目標値（子ども・子育てビジョン、第３次男女共同参画基本計画）

ポジティブ・アクション取組企業の割合

32.5％（平成24年度） → 40％超（平成26年度）

（％）
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図表44 ポジティブ・アクションの取組状況について

○ ポジティブ・アクションの取組状況をみると、「取り組んでいる」は32.5％、「今後、取り組むこととしている」は12.1％であるが、企
業規模が小さいほどその割合は低い。

平成２５年度 雇用政策研究会報告書 参考資料



47

図表45 仕事と介護の両立の状況について

○ 家族の介護や看護による離職者数の推移をみると、離職者数は増減を繰り返しているものの、それに占める男性の割合は増加
傾向にあることが分かる。

○ 介護をしている雇用者のうち介護休業を取得した人の割合をみると、3.2％となっており、性別でみると女性2.9％、男性3.5％と
なっている。年齢階級別にみると、「45～49歳」の取得割合が最も高く、次に「50～54歳」となっている。

【家族の介護・看護を理由とする離職者数の推移】 【介護をしている雇用者に占める介護休業取得者割合】

資料出所：総務省統計局「就業構造基本調査」（平成19年、平成24年）
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資料出所：総務省統計局「就業構造基本調査」（平成24年）
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(100.0) (55.3) (44.7)

100.0 3.9 3.5 4.5

(100.0) (56.4) (43.6)

100.0 3.1 2.6 3.8

(100.0) (48.2) (51.8)

100.0 2.4 2.1 2.9

(100.0) (43.1) (56.9)

100.0 1.4 1.8 1.0

(100.0) (65.0) (35.0)

100.0 1.0 0.8 1.3

(100.0) (37.5) (62.5)

介護をしている

雇用者

介護休業

取得者

70歳以上

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

30～39歳

30歳未満

年

齢

階

級

別

計
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（資料出所）厚生労働省「障害者雇用状況報告」

（単位：人）

図表46 障害種別の障害者雇用の状況

○ 身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれも雇用者が増加。

○ 特に精神障害者が大きく増加。

48

平成２４年 平成２５年 増減

障害者数 （人） 382,363.5 408,947.5 ＋26,584.0 7.0%

身体障害者 291,013.5 303,798.5 ＋12,785.0 4.4%

知的障害者 74,743.0 82,930.5 ＋8,187.5 11.0%

精神障害者 16,607.0 22,218.5 ＋5,611.5 33.8%

実雇用率 （％） 1.69 1.76 ＋0.07pt －
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（注）「障害者数」とは、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障
害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。



図表47 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

１．障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

（１）障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

（２）合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

（想定される例）
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→（１）（２）については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示す。

（３）苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、（１）（２）に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。

② （１）（２）に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例（紛争調整委員会による調停
や都道府県労働局長による勧告等）を整備。

２．法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行（Ｈ30）後５年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定
基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

３．その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

施行期日：平成28年4月1日（ただし、２は平成30年4月1日、３（障害者の範囲の明確化に限る。）は公布日（平成25年6月19日））
49

○ 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の
提供義務）を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基盤に加える等の措置を講ずる。
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図表48 福祉、教育から雇用への移行状況

○ 就労系障害福祉サービス（就労移行支援・就労継続支援A型、福祉工場・就労継続支援B型、旧法授産施設）から一般企業
への就職が３．６％

○ 特別支援学校から一般企業への就職が２７．７％

50

障害福祉サービス（就労系）

就労移行支援 約１．６万人

就労継続支援Ａ型、福祉工場 約１．３万人

就労継続支援Ｂ型、旧法授産施設 約１２．９万人

（平成２３年１０月）

雇用者数

約４０．９万人

企 業 等

ハローワークからの
紹介就職件数

６８，３２１人

（平成２５年６月１日時点）

（平成24年度）

小規模作業所 約０．６万人

地域活動支援ｾﾝﾀｰ （平成２４年４月）

就 職

※50人以上企業

5,675人
（平成23年度）

特 別 支 援 学 校

卒業生19,439人/年

（平成25年3月卒）

就 職

5,387人
（平成24年度）

（資料出所）厚生労働省「社会福祉施設等調査」「平成25年障害者雇用状況」「平成24年度障害者職業紹介等状況」
文部科学省「学校基本調査」
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①就労目的で在留が認められる者 約12.4万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎
に決定。
→「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」
「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される。

②身分に基づき在留する者 約30.9万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動
が可能。

④特定活動 約0.7万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、ポイント制によ
る優遇措置を受ける高度外国人材等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により
報酬を受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約10.8万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間等以内）で、相当と
認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

③技能実習 約13.4万人
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係の
ある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした技
能実習生も同様。）。

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

※外国人雇用状況届出（平成24年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （雇用対策法第２８条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

図表49 就労する外国人のカテゴリー

○ 身分に基づき在留する者」が全体の約５割（約30.9万人）、「専門的・技術的分野の者」が全体の約２割（12.4万人）となっている。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格
在留資格 具体例

技術
機械工学等の技術者、

システムエンジニア等のエンジニア

人文知識 企画、営業、経理などの事務職

国際業務
英会話学校などの語学教師、

通訳・翻訳、デザイナー

企業内転勤
外国の事業所からの転勤者で

上記２つの在留資格に同じ

技能
外国料理人、外国建築家、宝石加工、
パイロット、スポーツ指導者

教授 大学教授

投資・経営 外資系企業の経営者・管理者

法律・会計
弁護士、会計士

業務

医療
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、
診療放射線技師

研究 政府関係機関、企業等の研究者

教育 高等学校、中学校等の語学教師

・・・「大卒ホワイトカラー、技術者」

・・・「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」
・・・「高度に専門的な職業」
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図表50 高度人材外国人ポイント制度（２４年５月７日施行）の概要

○ 年収・学歴・職歴・研究実績等についてポイントを付与し、合格点に達すれば出入国管理上の優遇措置を受けることが可能。

52

○優遇すべき高度人材を客観的に選定

【例：30歳前半の高度専門・技術分野の外国人材の場合】

（年齢） ～34歳により、10点
（学歴） 修士号により20点、大学卒等により10点
（職歴） 10年以上で20点、7年以上10年未満で15点 など
（年収） 年収500万で15点、600万円で20点 など

（年収最低基準は３００万円）
（ボーナス点） 5点～15点

：日本語能力試験1級等や、一定の研究実績があるなど「１項目ごと」に
それぞれボーナス点を付与。

【優遇措置の例】

・ 永住許可要件の緩和（在留歴について通常１０年であるところ、概ね５年に）

・ 家事使用人の帯同の許容

（家事使用人に対する月額20万円以上の報酬、高度人材本人の年収1000万円

以上等の要件）

・ 親の帯同の許容
（７歳以下の実子養育、高度人材本人の年収800万円以上等の要件あり）

合格点に達しなくても、現行入管法に
おける就労を目的とする在留資格に
より入国・在留が可能

合格点（70点）に達すれば

※

専
門
的
・技
術
的
分
野
の
人
材

○現行の「専門的・技術的分野」※の中で、イノベーションに資することが期待される
産業分野において就労する高度外国人材に対し「年収」・「学歴」・「職歴」・「研究
実績」等についてポイントを付与。（合格点７０点）

高度
人材

「教授」「研究」
「技術」
「投資・経営」等

【高度人材外国人の認定状況】
平成２５年４月６日時点で４３４人（うち新規入国１７人、在留資格変更４１７人）

※出典：法務省「高度人材ポイント制の導入後11ヶ月間の実施状況に係る統計分析」
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実

習

１

号

雇
用
関
係
の
下
で
の
実
習

講
習

最
長
３
年

１
年

○帰国

実習
実習実施機関で実施
※監理団体型：監理団体による監査

※到達目標
技能検定３級相当

雇
用
関
係
の
下
で
の
実
習

○入国 在留資格：「技能実習１号イ、ロ」

講習（座学）
実習実施機関（企業単独型のみ）又は監理団体で原則２か
月間実施

（雇用関係なし）

実習
実習実施機関で実施
※監理団体型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更
在留資格：「技能実習２号ｲ、ロ」

※対象者
所定の技能評価試験（技能検定基礎２級相当）に合格

した者

※対象職種
送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備

されている職種 （現在６８職種）

技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

【企業単独型】

日本の企業等（実習実施機関）が海外の現地法
人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて
技能実習を実施

【団体監理型】

商工会や中小企業団体等の営利を目的としな
い団体（監理団体）が技能実習生を受入れ、傘下
の企業等（実習実施機関）で技能実習を実施

技能実習生の在留資格

入国1年目 入国２・３年目

企業単独型 技能実習１号イ 技能実習２号イ

団体監理型 技能実習１号ロ 技能実習２号ロ

技能実習の流れ

図表51 技能実習制度の仕組み

○ 開発途上国等の「人づくり」に一層協力するため、技能移転の仕組みとして平成５年に創設。
（平成22年7月：現行の技能実習制度の施行）
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※ 技能実習制度については、見直しが行われ、現行制度は改正入管法の施行に伴い、平成22年7月1日から施行されている。JITCOデータの平成21年度までの数は、旧制度において「特定活動（技能実習）」への移行申請者数、平成22年度以降の数は「技能
実習2号」への移行申請者数に基づいている。

平成24年度
技能実習移行申請者数受入機関別構成比

平成24年度
技能実習実施機関従業員規模別構成比

団体監理型, 
52,014人, 

96.7%

企業単独型, 
1,777人, 

3.3%

1～9人, 
49.8%

10～19人, 
15.5%

20～49人, 
15.6%

50～99人, 
9.8%

100～299
人, 6.8%

300人以上, 
2.4%

中国, 73.5%
ベトナム, 11.0%

インドネシア, 
6.0%

フィリピン, 5.8%
タイ, 2.3%

その他, 1.3%

平成24年 在留資格「技能実習」登録者国籍別構成比（％）

（JITCOデータ）

（法務省データ）

技能実習１号の新規入国者数及び技能実習２号移行申請者数の推移

45,013 
48,752 

66,025 
67,915 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

（
人
数
）

技能実習2号への移

行者数

※平成21年以前は

「特定活動（技能実

習）」への移行者数

※平成22年は「特定

活動（技能実習）」及

び「技能実習2号」へ

の移行者数の合算値

技能実習１号の新規

入国者数

※平成21年以前は在

留資格「研修」の新規

入国者数

※平成22年は在留資

格「研修」及び「技能

実習1号」の新規入国

者数の合算値

58,534 

20,822 
26,488 

32, 394
41, 000

53, 999

62,520 62, 207

49,166 

19,225 

64, 817

75, 359
83,319 

92, 846

102, 018 101, 879

80,480
77,727

（法務省データ）

10,661

11,716

13,162

14,289
15,072

14,871

14,475 14,032

11,181

10,837
11,437

3,553

5,064

7,334

8,903

12,557

15,907
16,704

12,356

8,992

12,164
11,775

2,596

3,134

4,158
4,844

6,117
6,797

7,278
7,941

7,208
6,401 7,043

1,928 1,748
2,424

2,659

3,930

5,275
5,918

4,859 3,543 3,680
4,595

849 1,155
1,837

2,758
3,341

4,045

4,981

6,144

6,092
6,329

6,888

348 397

341 280 304 318 290
368 387 467

594
0

2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000

機械・金属関係職種

建設関係職種

農業関係職種

繊維・衣服関係職種

（JITCOデータ）

※その他の職種に
ついては省略。

食品製造関係職種

漁業関係職種

（人
数
）

図表52 技能実習制度の現状

○ 技能実習１号の新規入国者数、技能実習2号への移行者数は、東日本大震災の影響及び経済情勢の悪化により減少していたが、経済情勢の持ち直し
により増加に転じ、平成24年の技能実習１号の新規入国者数は67,915人、技能実習２号の移行者数は48,752人

○ 受入人数の多い国は、①中国 ②ベトナム ③インドネシア
○ 全体で６８職種あり、受入人数の多い職種は、①機械・金属関係 ②繊維・衣服関係 ③食品製造関係
○ 団体監理型の受入れが９６．７％であり、実習実施機関の半数以上が、従業員数１９人以下の零細企業

関係職種別 技能実習２号移行申請者数の推移
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（資料出所）厚生労働省「労働経済白書（平成25年）」
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、総務省統計局「国勢調査」より厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成

（注）１） 2000年国勢調査においては第11回産業分類改定の分類に対応した就業者数が公表されている。また2010年国勢調査においては抽出速報値により第12回産業分類改定の産業小分類による値を
表章していることから、これを労働政策担当参事官室において第11回産業分類改定ベースに組み替え、2000年と2010年の数値を第11回ベースで比較している。

２） また、年収とは一般労働者について表章したものであり、「きまって支給する給与×12+特別賞与」で計算。「賃金構造基本統計調査」においては、2000年、2010年の賃金
水準はそれぞれ第10回、第12回産業分類改定に対応して表章されていることから、１）と同様に組み替え、国勢調査における就業者数で加重平均したものを用いている。なお、常用労働者数の

少ない産業中分類の賃金水準は表章されていないため、厳密な比較を行うことはできない。

図表53 我が国の所得水準と雇用吸収力の関係

○ 日本はこれまで高所得部門の雇用吸収が弱く、相対的に所得の高くない部門での雇用拡大が続いていた。
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図表54 我が国の産業別の労働生産性水準（対米国比）

○ 卸売・小売、飲食・宿泊等の労働生産性は米国の生産性の半分以下となっている。
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（資料出所）経済産業省「通商白書2013」（EU KLEMSから作成）
注1） 製造業は赤、非製造業は青で色づけしている。
注2） 労働生産性＝GDP／総労働時間
注3） 国際比較するために用いた産業別購買力平価レートは、GGDCのデータベースにおいて公開されてる1997年のベンチマークの産業別購買力平価レートの値を

EU KLEMSデータベースで公開されている付加価値ベースの価格指数を用いて1997年の前後に延長して算出した。
56

128.7
120.2

93.2
88.7

84.7
80.4

58.6
53.5 52.5

45.7 42.9

26.8

50

100

150
20% 40% 60% 80%

0
一
般
機
械

化
学

金
属

金
融
・
保
険

輸
送
用
機
器

建
設

電
気
機
器

電
気
・
ガ
ス
・
水
道

そ
の
他
製
造
業

運
輸
・
倉
庫

飲
食
・
宿
泊

卸
売
・
小
売

横軸：付加価値シェア
（2003年から2007年の平均）

縦軸：労働生産性水準（米国=100）
（2003年から2007年の平均）

平成２５年度 雇用政策研究会報告書 参考資料



図表55 転職の状況（産業別）

①製造業
(離職者計：55.9万人)

②医療・福祉
(離職者計：52.4万人)

③卸売・小売業
(離職者計：43.2万人)

④宿泊業、飲食サービス業
(離職者計：37.7万人)

⑤その他サービス業
(離職者計：36.7万人)

④製造業
(入職者計：48.3万人) 28.4 1.5 4.2 2.3 2.9

①医療・福祉
(入職者計：59.1万人) 1.8 40.2 2.9 2.3 2.3

②卸売・小売業
(入職者計：55.7万人) 7.0 2.7 21.0 5.3 5.5

⑤宿泊業、飲食サービス業
(入職者計：39.6万人) 1.9 2.0 4.2 18.2 3.5

③その他サービス業
(入職者計：46.4万人) 7.0 1.6 3.8 3.1 12.5

○ 入職・離職の多い上位５業種は、同一産業への転職者が最も多い。
○ 特に、医療・福祉の産業からの転職者の約８割は同一産業へ転職。

（常用：単位 万人）

前職産業

現職産業

転職

注） 入職前１年間に就業経験のあった労働者について、前職・現職の状況を集計。
丸囲いの数字は、入職、離職者それぞれにおいて人数の多い産業の順を表す。

（資料出所）厚生労働省「雇用動向調査（平成24年）」
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図表56 転職を伴う賃金変動について

○ 転職に伴う賃金変動は、「変わらない」が３割台後半となっている。また、前職雇用者で2000～2011年平均で、賃金増
減DI（「増加」－「減少」）は▲0.7％ポイント、前職一般労働者で▲10.4％ポイントの減少超過となっている。

○ 前職一般労働者について、離職理由別に転職に伴う賃金変動をみると、「変わらない」が３割台後半であるが、賃金増
減DIは「自発的理由等」は小幅な減少超過だか、「定年・契約期間満了」、「会社都合」は大幅な減少超過となっている。
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(単位　％、％ポイント）

前職雇用者 うち前職一般労働者
年 賃金増加 変わらない賃金減少 賃金増減DI 賃金増加 変わらない賃金減少 賃金増減DI

2000 33.2 35.9 30.9 2.3 29.6 36.0 34.4 -4.8
2001 30.9 37.8 31.3 -0.4 27.9 36.6 35.5 -7.6
2002 29.4 38.5 32.2 -2.8 23.6 40.0 36.4 -12.8
2003 30.1 39.7 30.2 -0.1 26.1 38.7 35.2 -9.1
2004 30.3 37.0 32.7 -2.4 25.1 36.7 38.3 -13.2
2005 31.7 37.8 30.5 1.2 26.8 38.0 35.2 -8.4
2006 34.5 36.5 29.1 5.4 30.6 35.4 34.1 -3.5
2007 34.3 35.0 30.7 3.6 29.0 34.6 36.4 -7.4
2008 33.6 32.6 33.9 -0.3 29.8 31.2 39.0 -9.2
2009 26.0 39.1 34.9 -8.9 21.1 37.6 41.4 -20.3
2010 29.9 37.3 32.9 -3.0 24.3 36.4 39.3 -15.0
2011 28.9 38.6 32.5 -3.6 23.5 38.9 37.7 -14.2

2000～2011年平均 31.1 37.1 31.8 -0.7 26.5 36.6 36.9 -10.4

≪転職に伴う賃金変動≫

≪転職を伴う賃金変動（前職一般労働者、離職理由別、2002～2011年平均≫

（資料出所） 厚生労働省「労働市場分析レポート（転職入職者の賃金変動に関する状況）」 ※「雇用動向調査（特別集計）」を用いて作成
(注） １．転職入職者のうち、調査時在籍者について集計、

２．賃金増加(減少）＝1割未満の増加(減少)＋1～3割未満の増加(減少)+3割以上の増加(減少）、賃金増減ＤＩ＝賃金増加-減少
３．一般労働者とは、パートタイム労働者以外の者。パートタイム労働者とは、1日の所定労働時間がその事業所の一般の労働者

（資料出所） 厚生労働省「労働市場分析レポート（転職入職者の賃金変動に関する状況）」 ※「雇用動向調査（特別集計）」を用いて作成
(注） １．転職入職者のうち、調査時在籍者について集計、賃金変化不詳を除く。

２．賃金増加(減少）＝1割未満の増加(減少)＋1～3割未満の増加(減少)+3割以上の増加(減少）、賃金増減ＤＩ＝賃金増加-減少
３．離職理由について「定年・契約期間の満了」、「会社都合」を非自発的理由とし、それ以外の理由を「自発的理由等」として集計。
４．離職理由の「定年・契約期間の満了」、「会社都合」は2001年までは「定年、会社都合、契約期間の満了」の１区分で調査、

(単位　％、％ポイント）

賃金増加 変わらない 賃金減少 賃金増減DI

自発的理由等 29.9 36.6 33.5 -3.6
定年・契約期間満了 13.3 36.3 50.4 -37.1
会社都合 17.2 37.8 45.0 -27.8
理由計 26.0 36.7 37.3 -11.3

賃金変動
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（単位％、％ポイント）

賃金増加 変わらない 賃金減少 賃金増減DI

学術研究,専門・技術サービス業 23.7 37.6 38.7 -15.0 100.0
同一産業への移動 24.8 41.5 33.7 -8.9 19.5
他の産業への移動 23.5 36.7 39.9 -16.4 80.5

宿泊業,飲食サービス業 34.3 30.8 34.9 -0.5 100.0
同一産業への移動 35.5 30.5 34.0 1.5 55.4
他の産業への移動 32.9 31.2 36.0 -3.1 44.6

生活関連サービス業,娯楽業 27.5 33.9 38.5 -11.0 100.0
同一産業への移動 34.2 32.6 33.2 1.0 27.1
他の産業への移動 25.1 34.4 40.5 -15.5 72.9

教育,学習支援業 26.2 41.0 32.8 -6.6 100.0
同一産業への移動 24.0 49.0 27.0 -3.0 70.4
他の産業への移動 31.5 21.9 46.6 -15.1 29.6

医療,福祉 24.0 36.1 39.9 -15.9 100.0
同一産業への移動 24.5 37.1 38.5 -14.0 80.2
他の産業への移動 22.3 32.2 45.5 -23.3 19.8

複合サービス事業　 17.8 36.3 45.9 -28.1 100.0
同一産業への移動 7.6 38.3 54.2 -46.6 10.9
他の産業への移動 19.1 36.0 44.9 -25.9 89.1

サービス業（他に分類されないもの） 23.8 37.2 38.9 -15.1 100.0
同一産業への移動 19.9 42.6 37.5 -17.7 28.8
他の産業への移動 25.4 35.1 39.5 -14.1 71.2

合計 22.9 37.6 39.5 -16.7 100.0
同一産業への移動 23.0 42.1 34.9 -11.8 46.4
他の産業への移動 22.7 33.7 43.6 -20.8 53.6

構成比
賃金変動

（単位％、％ポイント）

賃金増加 変わらない 賃金減少 賃金増減DI

建設業 19.3 44.7 35.9 -16.6 100.0
同一産業への移動 13.7 55.0 31.3 -17.6 56.5
他の産業への移動 26.7 31.4 41.9 -15.3 43.5

製造業 19.5 39.8 40.7 -21.2 100.0
同一産業への移動 21.4 42.8 35.9 -14.5 44.4
他の産業への移動 18.0 37.4 44.6 -26.6 55.6

電気・ガス・熱供給・水道業 23.2 37.4 39.4 -16.2 100.0
同一産業への移動 1.9 51.4 46.7 -44.7 14.4
他の産業への移動 26.8 35.0 38.2 -11.4 85.6

情報通信業 23.6 33.9 42.5 -18.9 100.0
同一産業への移動 22.0 47.4 30.5 -8.5 35.8
他の産業への移動 24.5 26.3 49.2 -24.6 64.2

運輸業,郵便業 25.4 42.4 32.2 -6.8 100.0
同一産業への移動 29.4 50.3 20.2 9.2 44.2
他の産業への移動 22.2 36.1 41.7 -19.5 55.8

卸売業,小売業 23.5 30.2 46.3 -22.8 100.0
同一産業への移動 19.6 34.6 45.8 -26.2 48.2
他の産業への移動 27.2 26.1 46.7 -19.6 51.8

金融業,保険業 14.2 34.8 51.0 -36.7 100.0
同一産業への移動 15.1 49.0 36.0 -20.9 27.0
他の産業への移動 13.9 29.5 56.5 -42.6 73.0

不動産業,物品賃貸業 17.1 35.8 47.0 -29.9 100.0
同一産業への移動 21.6 45.0 33.4 -11.7 31.5
他の産業への移動 15.1 31.6 53.3 -38.2 68.5

賃金変動
構成比

図表57 転職に伴う賃金変動（前職一般労働者、前職の産業別、産業間移動の別、2009～2011年平均）

○ 産業計でみると、前職と同一産業への転職の場合、賃金が変わらないが42.1％、賃金減少割合が34.9％、賃金増加
が23.0％。一方、他産業への転職の場合、賃金減少割合が43.6％、賃金が変わらない33.7％、賃金増加が22.7％。

○ 前職の産業別にみると、 「卸売業,小売業」、 「金融業,保険業」 「不動産業,物品賃貸業」などで、賃金減少割合が４
割以上となっている。
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資料出所　厚生労働省「労働市場分析レポート（転職入職者の賃金変動に関する状況）」　※「雇用動向調査（特別集計）」を用いて作成
(注）１．転職入職者のうち、調査時在籍者について集計、賃金変化不詳を除く。
　　　２．賃金増加(減少）＝1割未満の増加(減少)＋1～3割未満の増加(減少)+3割以上の増加(減少）、賃金増減ＤＩ＝賃金増加-減少
　　　３．集計人数の特に少ない農林漁業、鉱業,採石業,砂利採取業、その他の産業（公務）は表章していない。、産業計はこれらの作業の他、前職の産業不詳を含む。
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（単位％、％ポイント）

賃金増加 変わらない 賃金減少 賃金増減DI

保安職業従事者 19.1 39.2 41.7 -22.7 100.0
同一職業への転職 16.6 40.1 43.3 -26.7 40.2
他の職業への転職 20.7 38.6 40.7 -19.9 59.8

生産工程従事者 24.3 51.1 24.7 -0.4 100.0
同一職業への転職 25.5 54.6 19.9 5.6 80.0
他の職業への転職 19.3 36.8 43.9 -24.5 20.0

輸送・機械運転従事者 33.6 37.9 28.5 5.1 100.0
同一職業への転職 33.2 42.7 24.0 9.2 72.2
他の職業への転職 34.5 25.3 40.2 -5.7 27.8

建設・採掘従事者 21.4 42.7 35.9 -14.5 100.0
同一職業への転職 14.8 53.5 31.8 -17.0 57.9
他の職業への転職 30.5 27.8 41.7 -11.2 42.1

運搬・清掃・包装等従事者 30.8 39.9 29.2 1.6 100.0
同一職業への転職 23.7 42.2 34.2 -10.5 50.2
他の職業への転職 38.1 37.6 24.3 13.8 49.8

職業計 23.5 38.9 37.7 -14.2 100.0
同一職業への転職 22.8 43.5 33.7 -10.9 70.2
他の職業への転職 25.0 28.0 47.1 -22.1 29.8

賃金変動
構成比

（単位％、％ポイント）

賃金増加 変わらない 賃金減少 賃金増減DI

管理的職業従事者 8.9 35.2 55.9 -47.0 100.0
同一職業への転職 10.8 45.3 43.9 -33.2 60.9
他の職業への転職 6.0 19.4 74.6 -68.6 39.1

専門的・技術的職業従事者 24.6 40.2 35.2 -10.6 100.0
同一職業への転職 24.3 43.5 32.2 -7.9 81.6
他の職業への転職 26.2 25.3 48.5 -22.4 18.4

事務従事者 19.9 37.0 43.1 -23.2 100.0
同一職業への転職 19.0 41.1 39.9 -20.8 74.1
他の職業への転職 22.2 25.6 52.2 -30.0 25.9

販売従事者 24.6 31.3 44.2 -19.6 100.0
同一職業への転職 21.9 36.6 41.5 -19.6 48.6
他の職業への転職 27.1 26.2 46.7 -19.5 51.4

サービス職業従事者 26.2 32.5 41.3 -15.1 100.0
同一職業への転職 24.3 33.5 42.2 -17.9 63.5
他の職業への転職 29.5 30.8 39.7 -10.3 36.5

構成比
賃金変動

図表58 転職に伴う賃金変動（前職一般労働者、前職の職業別、職業間移動の別、2011年平均）

○ 職業計でみると、前職と同一職種への転職の場合、賃金が変わらないが43.5％、賃金減少割合33.7％、賃金増加が
22.8％。一方、他職種への転職の場合、賃金減少割合が47.1％、賃金が変わらないが28.0％、賃金増加が25.0％。

○ 前職の職業別にみると、「管理的職業従事者」、「事務従事者」、「販売従事者」などで４割以上の賃金減少となっている。

60

資料出所　厚生労働省「労働市場分析レポート（転職入職者の賃金変動に関する状況）」　※「雇用動向調査（特別集計）」を用いて作成
(注）１．転職入職者のうち、調査時在籍者について集計、賃金変化不詳を除く。
　　　２．賃金増加(減少）＝1割未満の増加(減少)＋1～3割未満の増加(減少)+3割以上の増加(減少）、賃金増減ＤＩ＝賃金増加-減少
　　　３．集計人数の特に少ないその他の職業（農林漁業作業者又は分類不能の職業）は表章していない。職業計は、その他の職業を含む。
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図表59 介護職員の推移と見通し

○ 介護保険制度の施行（平成12年４月）後、介護職員、介護その他職員数は増加し、10年間で倍以上となっている。また、

2025年には、介護職員は更に1.5倍以上必要と推計されている。

35.7 40.9 45 51.7 59.3 65.7 70 74.1 77.0 79.8 80.1 85.119.2 25.2 30.6 36.8 40.9 46.8 48.6 50.1 51.0 54.5 53.3 54.8

0
20
40
60
80

100
120
140
160

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

非常勤

常勤

（単位：万人）

54.9
75.6

66.2

112.5
100.2

88.5

128.0124.2118.6
134.3 133.4 139.9

（注１） 平成21年度以降は、調査方法の変更等による回収率変動の影響を受けているため、数量を示す従事者数の実数は単純に年次比較できない。

（注２） 介護職員とは、直接介護を行う従事者であり、訪問介護員も含む。

（注３） 各年の介護サービス施設・事業所調査の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下のサービスの

介護職員については、含まれていない。（訪問リハビリテーション：平成12～22年、通所リハビリテーション：平成12年、特定施設入居者生活介護：平成12～15年、

地域密着型介護老人福祉施設：平成18年）

資料出所：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「医療・介護に係る長期推計」

（注１） 平成27年度・平成37年度の数値は社会保障・税一体改革におけるサービス提供体制改革を前提とした改革シナリオによる。（）内は現状をそのまま将来に

当てはめた現状投影シナリオによる数値。

（注２） 介護その他職員には、介護支援専門員、相談員、OT（作業療法士）、PT（理学療法士）などのコメディカル職種等が含まれる。

介護職員の推移と見通し

平成１２年度
（２０００年度）

平成２４年度
（２０１１年度）

平成２７年度
（２０１５年度）

（推計値）

平成３７年度
（２０２５年度）

（推計値）

介護職員 ５５万人 １４９万人
１６７～１７６万人

（１６４～１７２万人）
２３７～２４９万人

（２１８～２２９万人）

介護その他職員 ２６万人 ７０万人
８１～８５万人

（７７～８１万人）
１２８～１３４万人

（１０２～１０７万人）
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男女計 男性 女性

平均年齢 勤続年数
きまって支
給する現金

給与額
構成比 平均年齢 勤続年数

きまって支
給する現金

給与額
構成比 平均年齢

勤続
年数

きまって支
給する現金

給与額

（歳） （年） （千円） （％） （歳） （年） （千円） （％） （歳） （年） （千円）

産
業
別

産業計 41.7 11.8 325.6 67.4% 42.5 13.2 362.3 32.6% 40.0 8.9 249.7

医療・福祉 39.9 7.7 295.7 26.9% 39.6 8.0 376.1 73.1% 40.0 7.6 266.1

社会保険・社会福祉・介護事業 40.6 6.9 241.4 27.9% 39.2 7.0 274.2 72.1% 41.2 6.9 228.7

サービス業 42.8 8.0 269.6 67.4% 44.0 8.8 291.5 32.6% 40.4 6.3 224.5

職
種
別

ホームヘルパー 44.6 5.1 208.5 19.2% 37.0 3.2 226.3 80.8% 46.4 5.5 204.2 

福祉施設介護員 38.3 5.5 218.4 33.1% 35.6 5.3 231.4 66.9% 39.7 5.6 211.9 

資料出所）厚生労働省「平成２４年賃金構造基本統計調査」

図表60 介護職員の離職率・賃金

○ 介護職員（正規職員）の離職率は、産業計の一般労働者と比べて高い。
○ 勤続年数、平均年齢等の要素の違いがあるが、介護分野の平均賃金は産業計の平均賃金と比較して低い。

全産業と介護２職種の離職率

資料出所：全産業平均は「雇用動向調査結果（厚生労働省）」、２職種は「平成２４年度介護労働実態調査」

※一般労働者：常用労働者のうち、「パートタイム労働者」を除いた労働者。パートタイム労働者：常用労働者のうち、１日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より

も短い者又はその事業所の一般労働者と１日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者をいう。

※正規職員：雇用している労働者で雇用期間の定めのない者。 非正規職員：正社員以外の労働者（契約職員、嘱託職員、パートタイム労働者等）。

介護職員の賃金（一般労働者）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

雇用動向
調査結果

全産業平均 15.4% 14.6% 16.4% 14.5% 14.4% 14.8%
一般労働者 12.2% 11.7% 12.9% 11.3% 11.7% 11.5%

パートタイム労働者 25.9% 24.8% 26.7% 24.1% 23.1% 25.1%

介護労働
実態調査

結果

2職種 計 21.6% 18.7% 17.0% 17.8% 16.1% 17.0%

訪問介護員
正規職員 18.2% 22.1% 14.5% 17.5% 16.8% 16.8%

非正規職員 16.6% 13.1% 12.6% 14.5% 13.1% 13.2%

介護職員
正規職員 20.4% 18.2% 16.2% 15.4% 14.0% 15.5%

非正規職員 32.7% 27.5% 23.6% 25.0% 21.7% 23.2%
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図表61 建設労働者の年齢構成と入・離職者数の推移

○ 建設業就業者の年齢構成別構成比（２４年）は、５５歳以上が３３．６％に増加する一方、３４歳以下は２０．３％に低下。
【就業者の平均年齢（※） 建設業・生産労働者（男） ：４４歳（全産業：４１．７歳、製造業・生産労働者（男）４１．８歳）】

○ 建設業の離職率は、入職率を上回っている。 （※）厚生労働省「賃金構造基本統計調査（平成24年）」より
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就業者の年齢構成の推移

１０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年

入職者数（左軸） 575 551 554 497 551 356 387 351 415 349 279 320 246 277 264
離職者数（左軸） 684 581 652 629 753 547 427 466 493 373 392 330 292 292 260
入職率 （右軸） 12.9 14.2 14.1 12.5 13.6 9.0 12.6 11.4 13.6 11.3 8.9 12.7 9.6 10.8 10.2
離職率 （右軸） 15.4 15.0 16.6 15.8 18.6 13.8 13.9 15.2 16.2 12.1 12.5 12.9 11.4 11.4 10.1

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0

0
200
400
600
800（千人）

(%)建設業の入・離職者数（常用計）の推移

23.9 
24.8 26.0 

28.1 

29.4 30.2 

31.3 32.2 32.5 
33.1 32.8 33.6 

30.2 30.4 
29.8 28.3 

27.8 27.2 

25.7 
24.6 

23.8 
22.5 21.4 

20.3 

23.1 
23.7 24.6 

25.6 
26.5 27.0 

27.9 28.2 

28.4 28.5 28.6 28.7 

33.0 32.6 32.3 31.9 31.4 30.9 
29.9 29.3 

28.5 27.8 
27.2 26.5 

20.0

25.0

30.0

35.0

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年

建設業５５歳～

建設業１５～３４歳

全産業５５歳～

全産業１５～３４歳

(%)

資料出所：総務省「労働力調査」

資料出所：厚生労働省「雇用動向調査」
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4,967 4,978 5,030 
4,946 4,881 4,854 4,875 4,893 4,883 

4,861 
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4,727 

4,273 
4,201 4,189 

3,935 3,947 4,013 
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4,117 
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全産業（全従業員）

建設業（生産・男）

製造業（生産・男）

図表62 建設労働者の労働条件

○ 建設業の生産労働者（男）の年収額（平成２４年）は、３９２万円であり、全産業（全従業員）より８１万円、製造業（生産労働者・
男）より５６万円低い。

○ 建設業の労働時間（平成２４年）は２,１０８時間と、全産業や製造業に比べ長く、完全週休2日制の普及状況は全産業より低い。

生産労働者等（一般）の年収額の推移

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 注：推定年収額＝きまって支給する現金給与額×１２＋年間賞与その他特別給与額

（千円）

一般労働者の年間総実労働時間（２４年）

資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」

注）事業所規模５人以上を対象

年間総実労働時間＝月平均総実労働時間×１２か月

区分

事項

週休１日又は１日半 週休２日

完全週休２日

企業数 建設業 ５．６ ９１．０ ３４．６

全産業 ６．５ ８８．７ ４４．５

適用労働者数 建設業 ３．０ ９３．２ ５２．３

全産業 ２．９ ８９．８ ５４．６

資料出所）厚生労働省「就労条件総合調査 注）企業規模３０人以上

区 分 年間総実労働時間

全産業 ２，０３０ 時間

建設業 ２，１０８

製造業 ２，０４０

完全週休２日制の普及状況（２４年） （％）
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図表63 農業の就業状況と課題

○ 農業就業者数は、251.4万人（平成24年）であり、平成20年から47.2万人減少。年齢階層別にみると、70から74歳層が最も多
く、次に、75から79歳層となっており高齢化している。

○ 新規求人（正社員）の賃金分布を見ると、職業計は20～22.5万円層が最も多いが、農業は15～17.5万円層が最も多い。
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うち基幹的農業従事者数
（単位：万人）

資料出所）農林水産省「農林業センサス」
注）「基幹的農業従事者」とは農業就業者のうち、主として農業に従事した者（兼業等により

農業以外に従事した日数が多い者を除く）をいう。

資料出所）ハローワークシステムによる農山村雇用対策室調べ（平成23年度）

農業就業者数の推移 基幹的農業従事者の年齢階層別分布

新規求人の賃金階層別の分布
①正社員 ②正社員以外

月収（万円）

資料出所）農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」より農林水産省が推計。

65

平成２５年度 雇用政策研究会報告書 参考資料



図表64 年齢別の地域間労働移動について

○ 2006年と2012年を比べると
・ 20～24歳層では、「地方から都市」の割合が「都市から地方」の割合を逆転し、大きく上回るようになった。
・ 25～29歳層では、「地方から都市」の割合と「都市から地方」の割合の差が縮小し、同程度になった。
・ 60～64歳層では、「都市から地方」の割合と「地方から都市」の割合の差が縮小し、同程度になった。

補足）「 属性別にみた地域間労働移動の実態－都市と地方の間での移動に注目して－」 大谷剛 JILPT Discussion Paper 
（『雇用動向調査（2006）』を利用した分析）を参考に、雇用政策課で作成。

注） 「地方から都市」への移動の割合、「都市から地方」への移動割合は、それぞれ入職者全体のうち「地方から都市」、「都市から地方」に移動した者の割合を意味する。
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≪年齢別にみた各種移動の割合≫
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